
「
薬
物
乱
用
防
止
活
動
」

少
年
の
薬
物
乱
用
は
、
こ
こ
数
年
、

中
・
高
校
生
に
も
蔓
延
す
る
な
ど
極
め

て
深
刻
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。
県
内
に

お
い
て
は
、
昨
年
は
覚
せ
い
剤
な
ど
薬

物
な
ど
の
乱
用
に
よ
り
、
少
年
22
名
が

検
挙
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
少
年
の
薬
物

使
用
に
対
す
る
害
悪
の
認
識
不
足
や
薬

物
使
用
を
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
た

り
、「
薬
物
の
使
用
は
個
人
の
自
由
」な

ど
と
間
違
っ
た
考
え
方
が
乱
用
増
加
の

要
因
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

警
察
で
は
、
こ
う
し
た
少
年
に
ま
で

蔓
延
す
る
薬
物
汚
染
を
防
止
す
る
た
め

に
、関
係
機
関
・
団
体
な
ど
と
連
携
し
、

街
頭
補
導
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
及
び「
薬

物
乱
用
防
止
広
報
車
」を
活
用
し
た
薬

物
乱
用
防
止
教
室
の
開
催
な
ど
の
広
報

活
動
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。

家
庭
や
地
域
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ

の
よ
う
な
薬
物
汚
染
の
現
状
を
認
識
し

て
い
た
だ
き
、
少
年
が
薬
物
に
染
ま
ら

な
い
よ
う
に
、
ご
指
導
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

警
察
本
部
生
活
安
全
企
画
課

０
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５
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午前9時から午後4時まで
（土・日曜日､祝祭日を除く）
市民生活課窓口担当（内線112・114）
直接または電話で予約してください。
①氏名②住所③連絡先（電話番号）④予約時間
市役所　2階　第一会議室
8名
午後1時から4時まで　
相談時間は1人20分程度を予定しています。
予約時間の10分前には受付窓口にご来庁ください。
都留市に住民登録をしている人

市民生活課　窓口担当

身に覚えのない債権回収業者や、同様の会社名を装っての案内
（ヤミ金融）、また孫を装って現金を振り込ませる「おれおれ詐偽」
といった、若者や主婦、高齢者を狙った新手の消費者被害が続発
しています。利用した覚えがなく、おかしいと思ったら、相手に
電話などで連絡しないで、警察署または消費者センターなどに相
談するようにしましょう。

都留警察署生活安全課係　 （45）0110
山梨県消費生活センター　 055（235）8455

同　　地方分室　 0555（24）9030

毎月5日（土・日曜日､祝祭日に当たる場合は翌日）に実施している無料法律相談
の受け付けが に変わります。
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